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新型コロナウイルス感染症に
関する支援を拡充しました

◇給付金等に関すること
№ 支援制度名 対象者 内容等 受付窓口・問合先 

( 市外局番は 072)

1 特別定額
給付金

基準日（令和２年４月 27 日）にお
いて、住民基本台帳に記録されてい
る市民

申請書は、５月 20 日前後に市から世帯主へ郵送
しています。郵送またはオンライン ( マイナン
バーカード要 ) で申請してください。

【支給額】対象者１人当たり 10 万円
【支　給】申請に基づき５月下旬から順次振込

特別定額給付金
コールセンター
☎ 655・2759

2
子育て世帯
への臨時特別
給付金

児童手当を受給する世帯 ( ０歳～中
学生のいる世帯 )
※所得要件あり

【支給額】児童１人当たり１万円
【支　給】６月中旬

こども政策課
☎ 620・1625

622・8722

3 住居確保
給付金

離職・廃業した人 ( 給与等の減少に
より離職・廃業と同程度の状況にあ
る人含む ) で、住居を喪失またはそ
のおそれがある人（収入要件・資産
要件等あり）

就職活動を行う等の条件により、家賃相当額を
一定期間支給します。

【支給額 ( 上限 )】
単身 39,000 円、２人世帯 47,000 円、３人世
帯以上 51,000 円

相談支援課
☎ 655・2758

620・1720

4 生活福祉資金
貸付

収入の減少や失業等で、一時的な生
活資金に困っている世帯

緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費）の
特例貸付を行います。

市社会福祉協議会
☎ 627・0033

627・0434

5
母子父子寡婦
福祉資金貸付
金

子どもが在籍する保育所や学校等の
臨時休業、事業所等の休業等で、一
時的に就労収入が減少し、日常生活
に支障をきたすひとり親家庭・寡婦

母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付
が活用できる場合があります。 こども政策課

☎ 620・1625
622・8722

6
児童扶養手当
受給世帯への
臨時給付金

児童扶養手当受給世帯 ( ４月または
５月支給がある世帯 ) 【支給額】１世帯当たり５万円

【支　給】５月 20 日から順次振込
※№ 6 と№ 7 の両方に該当する場合は№ 6 のみ
を給付7

就学援助受給
世帯への臨時
特別給付金

就学援助受給世帯（令和元年度の対
象者で現小学１年生～中学３年生の
児童・生徒がいる世帯）

学務課
☎ 620・1684

623・3999

8 傷病手当金 国民健康保険または後期高齢者医療
制度被保険者

新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱
等の症状があり感染が疑われる場合に、その療
養のため就労できず、給与等の全部または一部
を受け取ることができなくなった人に、傷病手
当金を支給します。

保険年金課（国保）
☎ 620・1631
保険年金課（高齢）
☎ 620・1630

624・2109

新規拡充事業

支援情報一覧（５月14日現在）
各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市 HP 参照または各問合先にお問い合わせください。

　5 月 8 日、市議会臨時会におきまして、新型コロナウイルス感染症への「茨木市緊急対策【第 2 弾】」として、総額約
302 億円の補正予算を可決いただきました。
　国・府の緊急経済対策にとどまらず、市独自の取組みである「生活困窮世帯への臨時給付金 5 万円の支給」や「小学校
給食費の無償化」等、きめ細やかな生活支援と、中小企業・個人事業主への「事業者応援給付金 10 万円の支給」等、幅
広い事業活動支援、それを支える「市長等特別職の給与減額」等が内容となっております。
　今後は、スピーディかつ簡素な手続によって、市民の皆さまへの一刻も早い支援を実現してまいります。
　新型コロナウイルス対応の長期化も予想されております。日々刻々と変化する情勢の把握に努め、皆さまの健やかで活
力ある生活を取り戻すための施策を、さらに講じてまいります。市民の皆さまにおかれましては、引き続き感染拡大防止
にご協力いただき、この難局をともに乗り越えてまいりましょう。

茨木市長　福岡洋一

市民の皆さまへ
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新規拡充事業

◇支払い減免・猶予に関すること
№ 支援制度名 対象者 内容等 受付窓口・問合先 

( 市外局番は 072)

1 個人住民税の
減免

失業や休廃業で所得が著しく減少し
た人や、疾病等で多額の医療費を要
した人

生活が困難となった場合、減免が認められるこ
とがあります。

市民税課
☎ 620・1614

626・4826

2 市税の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が
大幅に減少した等の理由により、市
税を一時に納付することが困難な人

市税を一時に納付することが困難な場合、分割
納付や、納税を猶予する制度があります。

収納課
☎ 620・1616

626・4826

3
介護保険
利用者負担額
の減免

要介護等被保険者（№ 3）・第１号
被保険者（№ 4）の属する世帯の生
計を主として維持する人で、事業の
廃止や失業等の理由で、大幅に収入
が減少した人

申請により減免を認められることがあります。 長寿介護課
☎ 620・1639

622・5950
4 介護保険料の

減免

5 介護保険料の
徴収猶予

やむを得ず介護保険料の支払いが遅
延する人

申請により徴収猶予が認められることがありま
す。

6

国民健康保険
料・後期高齢
者医療保険料
の猶予

事業の継続が難しくなった、収入が
大幅に減少した等の理由により、国
民健康保険料・後期高齢者医療保険
料を一時に納付することが困難な人

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を一時
に納付することが困難な場合、分割納付や、納
付を猶予する制度があります。 保険年金課（国保）

☎ 620・1631
624・2109

7 国民健康
保険料の減免 国民健康保険被保険者、後期高齢者

医療制度被保険者で、大幅に収入が
減少し、保険料を納付することが困
難な人

減免が認められる場合があります。

8
後期高齢者
医療保険料の
減免

保険年金課（高齢）
☎ 620・1630

624・2109

9 国民年金保険
料の免除等

失業、事業の廃止（廃業）・休止の
届出を行った、または、2 月以降に
所得が相当程度まで下がったことに
より、国民年金保険料の納付が困難
な人

免除等が認められる場合があります。

保険年金課
（国民年金）
☎ 620・1632

624・2109

10 小学校給食費
の無償化 市内公立の小学生 【対象期間】小学校給食再開後～来年３月 31 日

学務課
☎ 620・1681

623・3999

11
保育所等の利
用者負担額の
減免

市内在住で保育所・認定こども園・
小規模保育事業所・事業所内保育事
業所（№ 11）、公立保育所・公立認
定こども園・公立小規模保育事業所・
待機児童保育室（№ 12）を利用し
ている児童が、家庭保育に協力し、
保育所等を利用していない児童の世
帯

３月１日～６月 30 日の期間、登園しなかった日
数が１日以上の児童の保育所等利用者負担額（№
11）・主食費、副食費、月額延長保育料（№ 12）
を、日割りで減免します。
※私立保育施設は各園で対応（№ 12）。

保育幼稚園事業課
☎ 620・1638

622・908912

公立保育所等
の主食費、副
食費、月額延
長保育料の減
免

13 学童保育室利
用料の減額

学童保育室に入室している児童が、
家庭保育に協力し、学童保育室を利
用していない児童の世帯

３月１日～５月 31 日の期間、登室しなかった日
数が１日以上の児童の学童保育室利用料・延長
利用料を、日割りで減額します。

学童保育課
☎ 620・1801

622・8722

14

母子父子寡婦
福祉資金貸付
の償還金の支
払猶予

母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付
を受けた、ひとり親家庭・寡婦

支払期日に償還を行うことが著しく困難になっ
た場合、その支払いを猶予します。

こども政策課
☎ 620・1625

622・8722

15
水道料金と下
水道使用料等
の納付猶予

一時的に水道料金・下水道使用料等
の納付が困難な人

相談内容によって、納付猶予等の対応を行いま
す。

営業課
☎ 620・1691

623・1918
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№ 支援制度名 対象者 内容等 受付窓口・問合先 
( 市外局番は 072)

1 市こころの
ケアセンター ストレスや不安を感じている人

【日時】平日、午前 9 時～午後 5 時※時間は変更
の可能性があります（最新の時間は市 HP 参照）。

【相談内容】保健師・臨床心理士等への相談

☎ 622・1842
625・6979

2
弁護士による
無料電話法律
相談

市内在住・在勤・在学者

※面談相談は中止しています。
【平日】毎週月・水・金曜日の午後 1 時～ 5 時（前
日の午前 8 時 45 分から電話予約）
※予約開始日が土・日曜日、祝日の場合はその
直前の開庁日が予約開始日です。

【毎月最終日曜日】午前 9 時～午後 0 時 30 分（直
前の水曜日の午前 8 時 45 分から電話予約）

市民生活相談課
☎ 620・1603

620・1715

3

新型コロナウ
イルスに関す
る総合電話相
談 お困りの人

【日時】平日、午前 10 時 ～午後 4 時
【相談内容】
労働・経営・貧困・家庭・消費者・学校・差別
の問題等、新型コロナウイルスに関する法律問
題全般

大阪弁護士会
☎ 06・6364・
2046

4

新型コロナウ
イルスに関す
る生活困りご
と電話相談

【日時】平日、午前 11 時～午後 5 時
【相談例】◎収入が減り、家賃が払えない
　　　　　◎臨時休校のため休んだ日の給与 
　　　　　◎結婚式や旅行のキャンセル料の支払い

日本司法書士会連
合会（電話相談フ
リーダイヤル）

0120・315199

5 消費生活相談 市民

【日時】平日＝午前 9 時～午後 4 時 30 分
　　　　第２・４土曜日＝午前 9 時～正午

【相談内容】新型コロナウイルス感染症に便乗し
た悪質商法等、契約に関するもの

消費生活センター
☎ 624・1999

（相談専用電話）

◇相談窓口に関すること

◇期間の延長に関すること
№ 支援制度名 対象者 内容等 受付窓口・問合先 

( 市外局番は 072)

1
転入・転居等
の届出期間緩
和

転入・転居等の届出者

転入・転居等の届出は、その事実が生じた日か
ら 14 日以内に行わなければなりませんが、14
日目以降でも、「正当な理由があったもの」とみ
なされます。 市民課

☎ 620・1621
627・0369

2

マイナンバー
カードを利用
した転入の届
出期間緩和

マイナンバーカードを利用して転出
を行った特例転入者

転出予定日を経過して 60 日（転入後の継続利用
の届出は 120 日）まで届出を可能とします。

3
保育所等の休
園協力要請期
間

４月から保育所・認定こども園・小
規模保育事業所・事業所内保育事業
所・待機児童保育室に入園が決定し
た人で、家庭保育に協力できる世帯

最長で６月 30 日まで、育児休業等を継続するこ
とが可能です。

保育幼稚園事業課
☎ 620・1638

622・9089

4
児童扶養手当
の認定請求書
等届出

出生・転入やひとり親になったこと
で、児童扶養手当を申請する人

異動日の翌日から 15 日以内に届出をする必要が
ありますが、緊急事態宣言の期間内は、法の規
定により災害その他やむを得ない理由に該当し、
緊急事態宣言解除後 15 日以内にその請求をした
ときは、手当の支給は受給資格者が災害その他
やむを得ない理由により認定の請求をすること
ができなくなった日の属する月の翌月から始め
ます。

こども政策課
☎ 620・1625

622・87225
児童手当の認
定請求書等届
出

出生・転入で、児童手当を申請する
人

6

住宅用太陽光
発電システム
等設置事業補
助制度の申請
期限の延長

本市の住民票に記載されている住所
に対象システムを設置した個人

申請期限は 6 か月以内としていますが、緊急事
態宣言の期間内に期限が到来した場合、緊急事
態宣言の期間終了後に申請が可能です。

環境政策課
☎ 620・1644

627・0289
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◇相談窓口に関すること
№ 支援制度名 対象者 内容等 受付窓口・問合先 

( 市外局番は 072)

6

新型コロナウ
イルス感染症
による特別労
働相談窓口

事業者・労働者 一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる
相談等

大阪労働局雇用環境
均等部指導課総合労
働 相 談 コ ー ナ ー
0120・939・009（携
帯 電 話 等 か ら は ☎
06・7660・0072）

7 DV に関する
相談

配偶者・恋人等からの暴力（DV）
に悩んでいる人

配偶者・恋人・家族からの暴力（精神的暴力含む）
に関する相談
月～土曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時

配偶者暴力相談支
援センター
☎ 622・5757

8 人権相談 偏見や差別的な取扱い、人権侵害を
受けた人

人権に関するさまざまな相談
月～金曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時

人権センター
☎ 622・6613

9 総合生活相談
疾病や職業等の理由で、偏見や差別
的な取扱いを受けた人、生活に関す
る不安がある人等

人権や生活上のさまざまな相談
月～土曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時
※夜間相談も対応可（午後 5 時～ 9 時、要予約）

各いのち・愛・
ゆめセンター

【豊川】
☎ 643・1470

【沢良宜】
☎ 635・7667

【総持寺】
☎ 626・5660

10 ひとり親のた
めの法律相談

離婚前の相談やひとり親家庭等が抱
える相談を希望する人

【日時】毎月第４火曜日の午後１時～４時（先着
6 人、各回 30 分）

【相談内容】子育て、生活、就業、DV、養育費
の確保、親権、慰謝料、財産分与や、残業代、
給与等の未払い等の労働問題等に関する相談

こども政策課
☎ 620・1625

622・8722

11 子育てに関す
る相談 子育てに関する悩みや不安がある人

平日、午前 10 時～午後４時 こども相談室
☎ 624・0961

24 時間 365 日対応
児 童 相 談 所 相 談
専 用 ダ イ ヤ ル ☎
0570・783・189

12 児 童 虐 待 相
談・通告電話

虐待を見た・聞いた人
（連絡した人の秘密は守られます）

平日、午前９時～午後５時 こども相談室
☎ 624・8951

24 時間 365 日対応（通話料無料） 児童相談所虐待対
応ダイヤル☎ 189

夜間休日虐待通告専用電話（平日＝午後 5 時 45
分～翌午前 9 時、土曜日・休日＝終日）

府子ども家庭セン
ター☎ 072・295・
8737

13 社会保険労務
士による相談 労働者

労務管理、労働トラブル、労災保険、介護保険、
その他新型コロナウイルス感染症関連の相談
木曜日、午後 1 時～ 4 時 30 分

府社会保険労務士
会 総 合 労 働 相 談
室 ☎ 06・4800・
8188

№ 支援制度名 対象者 内容 受付窓口・問合先 
( 市外局番は 072)

1 電話教育相談 市内小・中学生と保護者 不安な気持ちや心配に思っていること、悩みに
ついての相談

教育センター
電話教育相談
☎ 625・7830

2
児童生徒のデ
ジタル学習教
材

市内公立の小・中学生
自宅の PC やタブレット端末等で学習教材に取り
組むことができ、動画での解説等も利用できま
す。教材名：「タブレットドリル」（東京書籍㈱）

教育センター
☎ 626・4400

◇教育に関すること
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◇事業者支援に関すること
№ 支援制度名 対象者 内容 受付窓口・問合先 

( 市外局番は 072)

1 持続化給付金

中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者、そ
の他各種法人等で、売上が前年同月
比で 50％以上減少している事業者

国において法人は最大 200 万円以内、個人事業
主等は最大 100 万円以内の給付金が支給されま
す。詳細は経済産業省 HP・市 HP をご覧ください。

持続化給付金事業
コールセンター

0120・115・
570

2 事業者応援
給付金

市内に事業所を有する（3 月 31 日
以前から営業）中小企業・個人事業
主等で、次の全ての要件を満たすも
の。① 4 月または 5 月の事業全体
の売上が前年同月に比べて減少して
いる。②府の休業要請等対象の場合
は、休業等に協力しており、休業要
請支援金を受けていない。

【支給額】１事業者当たり 10 万円
【申　請】①市 HP から申込
　　　　　②申請書類を郵送で商工労政課
　　　　　③①②が困難な場合は、市役所本館 7
　　　　　階会議室で受付

【支　給】申請に基づき５月下旬から順次振込

商工労政課
☎ 620・1620

627・0289

3 休業要請外
支援金

「休業要請支援金（府・市町村共同
支援金）」の対象になっていない事
業者で、4 月の売上が前年同月比で
1 か月 50％以上減少した事業者

下記のとおり支援金が支給される予定です。
◎中小企業：2 事業所以上持つ場合は定額 100
　万円、1 事業所あたり定額 50 万円
◎個人事業主：２事業所以上持つ場合は定額 50
　万円、１事業所あたり定額 25 万円

受付窓口等詳細は
府 HP をご覧くださ
い。

4 固定資産税等
の軽減

収入の減少した中小事業者等で、家
屋・償却資産の所有者

来年度分について、固定資産税・都市計画税の
減額が予定されています。詳細が決まりましたら、
総務省 HP、広報誌・市 HP 等でお知らせします。

資産税課
☎ 620・1615

626・4826

5

中小企業・小
規模事業者の
ための無料経
営相談

中小企業・小規模事業者

中小企業・小規模事業者の経営上のあらゆる相談
【相談時間】
月～日曜日、午前 9 時 30 分～午後 5 時
※来訪による相談は中止、原則電話での相談

（大阪産業局府よろず支援拠点 HP から要申込）

申込後、順次、事務
局またはコーディ
ネーターより連絡

6

新型コロナウ
イルス感染症
により機能停
止等となった
社会福祉施設
等に対する融
資

当該施設の責に帰することができな
い事由で機能停止等になった社会福
祉施設等

【融 資 率】100％
【償還期間】10 年以内（据置期間 5 年以内）
【貸付利率】
≪当初 5 年間≫ 3,000 万円までは無利子、
　　　　　　　 3,000 万円超の部分は 0.200％
≪ 6 年目以降≫ 0.200％

【貸付金の限度額】
経営に必要な資金（貸付金額 6,000 万円までは
無担保での融資が可能）
※既往貸付金の、最大 6 か月が限度の返済猶予
措置も実施されています。

( 独) 福祉医療機構相
談窓口

【融資相談】
福祉審査課融資相談係
☎ 03・3438・9298
NPO リソースセン
ターNPO 支援課
☎ 03・3438・4756
大阪支店福祉審査課
融資相談係
☎ 06・6252・0216

【返済相談】
顧客業務課
☎03・3438・9939

7

小規模事業者
持続化補助金
の加点要件と
なる売上減少
証明書の発行

2 月から 6 月 5 日までの任意の 1
か月間の売上高が、前年同月比で
10％以上減少している小規模事業
者

販路開拓等に取り組む事業者を対象に、採択審
査時に加点措置が講じられます。市では、加点
要件となる証明書を発行します。

【証明書の発行】
商工労政課
☎ 620・1620

627・0289
【補助金】
茨木商工会議所
☎ 622・6631

622・6632

新規拡充事業
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№ 支援制度名 対象者 内容 受付窓口・問合先 
( 市外局番は 072)

8

ものづくり・
商業・サービ
ス生産性向上
促進補助金の
加点措置

申請時に「自然災害及び感染症によ
る被害状況等証明書（様式２）」を
提出する中小企業者

サプライチェーンの毀損等に対応するための設
備投資等に取り組む事業者を対象に、採択審査
時に加点措置が講じられます。

ものづくり補助金
事 務 局 サ ポ ー ト
セ ン タ ー ☎ 050・
8880・4053

9
新型コロナウ
イルス感染症
特別貸付

一時的に業況が悪化し、次の①また
は②のいずれかに該当する事業者
①最近１か月の売上高が前年または
前々年の同期と比較して５％以上減
少した、②業歴３か月以上１年１
か月未満の場合等は、最近１か月
の売上高が、次のⒶ～Ⓒいずれか
と比較して５％以上減少している、 
Ⓐ過去３か月（最近１か月含む）の
平均売上高、Ⓑ令和元年 12 月の売
上高、Ⓒ令和元年 10 ～ 12 月の売
上高平均額

【融資限度額】中小事業３億円（無担保） 
　　　　　　　国民事業 6,000 万円（無担保）

【融 資 期 間】設備資金 20 年以内
　　　　　　　運転資金 15 年以内

【金利】
中小事業 1.11％⇒ 0.21％（利下げ限度額１億円）
国民事業 1.36％⇒ 0.46％（利下げ限度額 3,000
万円）
※当初 3 年間は低減された利率を適用

【特別利子補給制度】
当該融資を受け、別途要件を満たした場合は、
３年間の利子の補助があります。

【 貸 付 】 日 本 政 策
金 融 公 庫 事 業 資
金 相 談 ダ イ ヤ ル 

0120・154・
505（ 株 主 で あ る
中小企業の組合と
その組合員の人は、
商工組合中央金庫
相談窓口 0120・
542・711）

【 特 別 利 子 補 給 制
度】中小企業金融・
給付金相談窓口☎
0570・783183

10

府新型コロナ
ウ イ ル ス 感
染症対応資金

（保証料等補
助型）

経営に影響を受けている中小企業者
で、セーフティネット保証 4・5 号、
危機関連保証における市の認定を受
けた人
※セーフティネット保証等の認定申請
の窓口は商工労政課です。

【融資限度額】3,000 万円
【融資期間】10 年以内
【資金使途】運転資金、設備資金
【金利】1.2％（固定）
※売上高減少率 15％以上または個人事業主（小
規模企業者に限る）で、売上高減少率 5％以上の
人は当初 3 年間無利息

【保証料】0.85％（経営者保証免除対応を受ける
場合は 1.05％）
※売上高減少率 15％未満の人は保証料 2 分の 1、
売上高減少率 15％以上または個人事業主（小規
模企業者に限る）で、売上高減少率 5％以上の人
は保証料なし

みずほ銀行
三井住友銀行
三菱 UFJ 銀行
りそな銀行
池田泉州銀行
関西みらい銀行
京都銀行
徳島大正銀行
尼崎信用金庫
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫
京都信用金庫
北おおさか信用金庫
ほか

11

府新型コロナ
ウイルス感染
症対応緊急資
金

経営に影響を受けている中小企業者
で、次のいずれかに該当する人、①
府内で 1 年以上継続して事業を営ん
でおり、最近 1 か月の売上高が前年
同月に比して 10％以上減少している
人、②最近 1 か月の売上高等が前年
同月に比して 20％以上減少し、かつ、
その後 2 か月を含む 3 か月間の売上
高等が前年同期比で 20％以上減少
することが見込まれる人（セーフティ
ネット保証 4 号） ※市の認定要、③
国が指定する業種に属する事業を営
んでおり、最近 3 か月間の売上高等
が前年同期の売上高等に比して 5％
以上減少している人（セーフティネッ
ト保証 5 号） ※市の認定要

【融資限度額】２億円（うち、無担保 8,000 万円）
【融資期間】７年以内
【資金使途】運転資金、設備資金
【金利】1.2％（固定）
【保証料】① 0.32 ～ 1.9％、② 0.9％、③ 0.8％
※左記②③のセーフティネット保証の認定申請
の窓口は商工労政課です。

◇事業者支援に関すること
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№ 支援制度名 対象者 内容 受付窓口・問合先 
( 市外局番は 072)

12
セ ー フ テ ィ
ネット保証制
度

売上高等が減少している人

中小企業者の資金繰り支援のため、①セーフティ
ネット保証４号、②セーフティネット保証５号、
③危機関連保証が発動されています。通常の保
証枠とは別に、セーフティネット保証に係る枠
と危機関連保証に係る枠の３階建ての信用保証
が利用可能です。
※セーフティネット保証の認定申請の窓口は商
工労政課です。

商工労政課
☎ 620・1620

627・0289

13 雇用調整助成
金の特例措置 事業主

労働者に対して一時的に休業、教育訓練または
出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例措置の内容（一部抜粋）】
◎生産指標（売上高等）の確認を 10% 減少から
　5％に緩和
◎助成率大企業 2/3、中小企業 4/5（解雇等を
　行わない場合は大企業 3/4、中小企業 9/10）
◎支給限度日数 4 月 1 日～ 6 月 30 日は、1 年
　の支給限度日数 100 日とは別に、雇用調整助
　成金を利用可能
◎雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業
　手当も対象

雇用調整助成金相
談予約受付コール
センター 0120・
805・218

大阪労働局職業安
定部雇用保険課助
成金センター
☎06・7669・8900

学校等休業助成金・
支援金、雇用調整
助成金コールセン
ター 0120・60・
3999

14

小学校休業等
対 応 助 成 金

（労働者を雇
用する事業主
向け）

2 月 27 日～ 6 月 30 日に、臨時休
業等をした小学校等に通う子ども
や、新型コロナウイルス感染症等に
より小学校等を休むことが必要な子
どもの世話を行うこととなった労働
者に対し、労働基準法上の年次有給
休暇とは別途、有給（賃金全額支給）
の休暇を取得させた事業主

【支給額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金
相当額× 10/10（日額上限、8,330 円） 学校等休業助成金・

支援金、雇用調整
助成金コールセン
ター 0120・60・
3999

15

小 学 校 休 業
等 対 応 支 援
金（委託を受
けて個人で仕
事をする人向
け）

臨時休業等をした小学校等に通う子
どもや、新型コロナウイルス感染症
等により小学校等を休むことが必要
な子どもの世話を行うこととなり、
契約した仕事ができなくなっている
保護者

【支給額】
2 月 27 日～ 6 月 30 日に、就業できなかった日
について、1 日当たり 4,100 円（定額）
支給を受けるには、小学校等の臨時休業等の前
に、業務委託契約を締結していること等の要件
が必要です。

16

農林漁業セー
フティネット
資金の融資制
度

主業農業者（農業所得が総所得の過
半を占めていること）、認定農業者
等

農林漁業セーフティネット資金の貸付金の利用
要件に「新型コロナウイルス感染症により資金
繰りに著しい支障をきたしている又はきたすお
それがあること」が追加されました。

㈱日本政策金融公
庫 0120・154・
505

17

民間学童保育
室へ感染予防
用品の購入費
補助

民間学童保育室 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止す
るため、マスクの購入や施設の消毒に必要とな
る経費を補助します。

【対象経費】マスク、消毒液、空気清浄機等の感
染予防に必要物品の購入費

【補助額】50 万円 ( 上限 )

学童保育課
☎ 620・1801

622・8722

18

民間の地域子
育て支援拠点
へ感染予防用
品の購入費補
助

民間のつどいの広場
民間の地域子育て支援センター
民間児童養護施設

子育て支援課
☎ 620・1633

622・8722

◇事業者支援に関すること

新規拡充事業



9 2020.6
広報いばらき

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
記号の見方：時とき、所ところ、対対象、定定員、内内容、￥費用・報酬など、持持ち物、備備考、申申込、　　　　　　　　　　　　　問問合先、メールアドレス、HP ホームページ、保一時保育あり（原則有料、詳細は事前にお問い合わせを）

特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

　下表の手続きは郵送による手続きが可能です。窓口での混雑を避けるため、郵送等による手続きにご協力をお願いし
ます。詳細は各担当課にお問い合わせください。また、下表以外でも、郵送による手続きが可能なものがありますので、
市役所にお越しいただく前に、郵送等による手続きが可能かどうかを市 HP 等でご確認お願いします。
※下表の受付窓口・問合先の市外局番は 072、メールアドレスのドメインは「@city.ibaraki.lg.jp」です。

№ 名称 受付窓口・問合先
1 住民票の写しの請求 市民課

☎ 620・1621
627・0369

 shimin

2 戸籍謄本の請求
3 転出届

4 マイナンバーカードの
交付申請書の請求

◎住民票・証明・届出
№ 名称 受付窓口・問合先
1 市・府民税の申告

市民税課
☎ 620・1614

626・4826
shiminzei

2 法人市民税の申告
3 所得（課税・非課税）証明書の申請
4 納税証明の申請
5 固定資産評価（公課）証明の申請

6 住宅用家屋証明書（登録免許税の軽
減用）の申請

7 原動機付自転車（総排気量 125cc
以下、ミニカー）の廃車申請 

8 固定資産課税台帳閲覧

資産税課
☎ 620・1615

626・4826
 shisanzei

9
国民健康保険・後期高齢者医療制度・
国民年金の各種申請

保険年金課（国保）
☎ 620・1631
kokuhonenkin
同課（高齢）
☎ 620・1630
koureiiryo
同課（国民年金）
☎ 620・1632
nenkin

624・2109

◎税・保険・年金

№ 名称 受付窓口・問合先

1 こども医療費助成等制度 こども政策課
☎ 620・1625

622・8722
kodomoseisaku2 児童手当

3 保育所等の入所申込

保育幼稚園事業課
☎ 620・1638

622・9089
 hy-jigyo

4 学童保育室の変更手続き 

学童保育課
☎ 620・1801

622・8722
gakudohoiku

◎子ども

https://www.facebook.com/city.ibaraki
茨木市公式Facebook

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/
茨木市ホームページ（右図読み取り）

@ibaraki_city
茨木市公式Twitter

新型コロナウイルス感染症に関する
コールセンターについて

■健康相談窓口（大阪府） ☎ 06・6944・8197、FAX 06・6944・7579

午前 9 時～午後 6 時（土・日曜日、祝日含む）設置期間
健康に関する不安について相談できます

■市コールセンター ☎ 072・655・2750、FAX 072・655・2760
　　　　　　　　　メールフォームは右図読み取り

平日、午前 9 時～午後 5 時※時間は変更の可能性があります（最新の時間は市 HP 参照）設置期間
心配事や市の総合的な対応、取組みについて相談できます

窓口での混雑を避けるため
郵送等による手続きにご協力ください


